
表５－８(地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられている社会保障施策に要する経費)

　　【歳入】　地方消費税交付金(社会保障財源化分)

　　【歳出】　地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられている社会保障施策に要する経費

国道支出金 町債 その他
地方消費税交
付金(社会保
障財源化分)

その他

社会福祉総務費 434,145 261,447 3,195 14,102 155,401

老人福祉費 55,969 1,144 29,200 498 2,090 23,037

児童福祉総務費 54,774 6,788 21,626 2,194 24,166

母子福祉費 1,282 531 2 62 687

保育所費 147,932 9,204 11,542 127,186

その他社会福祉費 129,363 33,685 48,900 388 3,860 42,530

小　　　計 823,465 312,799 78,100 25,709 33,850 373,007

国民健康保険事業特別会計操出事業 62,442 22,989 3,282 36,171

介護保険事業特別会計操出事業 133,093 12,840 10,005 110,248

後期高齢者医療対策事業 109,508 21,601 7,314 80,593

小　　　計 305,043 57,430 0 0 20,601 227,012

保健衛生総務費 48,629 1,856 8,200 3,209 35,364

健康増進事業費 11,952 1,998 828 9,126

予防費 41,576 24,169 1,448 15,959

診療所費 72,931 3,875 23,300 5,162 3,377 37,217

小計 175,088 31,898 31,500 5,162 8,862 97,666

1,303,596 402,127 109,600 30,871 63,313 697,685

　※　地方消費税交付金(社会保障税源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。

　平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が５％から８％へ、令和元年10月1日より８％から10％へ引き上げられることに伴い、地方消費税交付金の増
収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　令和４年度上ノ国町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

(単位：千円)

63,313 千円

1,303,596 千円

大区分 小区分(事業)
令和４年度
決　算　額

財源内訳

特定財源

合　　　　　計

1 社会福祉

2 社会保険

3 保健衛生


